
平成

二

年 月 日 火曜日

と
お変

書
及

及
び

一

山 口 県

公
（
二特

（定期）報

公特職家家 毎

第 号

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
萩
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日

共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

公

七
八
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

目

次

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施
（
労
働

畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種

畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種

週
火
・
金
曜
日
発
行

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
晋
作

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
八
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。山

口
県
知

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
認
証
の
申
請
（
二
件
）
（
県
民
生
活

政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報
（
畜

畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
連
合
会

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

事

村

岡

嗣

政

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
二

（
畜
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
三

平 成 年
月 日

（火曜日）

二

試
験
の
日
時

平
成
二
十
八
年
九
月
七
日

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

一

試
験
を
行
う
免
許
職
種
及

免
許
職
種

職
業
能
力
開
発
促
進
法

掲
げ
る
免
許
職
種

試
験
科
目

学
科
試
験
の
う
ち
の
指

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
八
〇
）
職
業
訓
練
指
導
員

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
業

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

及
び
山
口
県
萩
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
七
九
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

（
水
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
前

山
口

び
試
験
の
方
法

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働

導
方
法 特

定
非
営
利
活
動
法
人
長
門

福
田

修
三

長
門
市
油
谷
新
別
名
九
六
四

試
験
の
実
施

和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。

訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り

十
八
年
八
月
二
十
二
日
ま
で
の
間

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。山

口

一
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

藤
原

弘
毅

萩
市
大
字
堀
内
三
五
五
番
地

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

一

十
一
時
三
十
分
ま
で

県
知
事

村

岡

嗣

政

省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第
十
一

市
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会

番
地

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

実
施
し
ま
す
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

に 条 課 の

公

告



平成 年 月 日 火曜日

十

山 口

八
証

九

（定期）県 報

五
は

六七

第 号

三四
は

と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手

ル
以
上
、
横
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー

合
格
者
の
発
表
は
、
平
成
二
十

山
口
県
庁
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

そ
の
他

受
験
案
内
、
受
験
申
請
書
等
の

政
策
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請

受
験
申
請
書
及
び
履
歴
書

写
真
（
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身

技
能
検
定
合
格
証
書
等
受
験
資

受
験
手
数
料

三
千
百
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

合
格
者
の
発
表
等

部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
の
関
連

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日
（
水

、
八
月
三
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る

受
験
申
請
書
等
の
提
出
先

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番

山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課

提
出
書
類

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

受
験
資
格

法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず

、
受
験
で
き
な
い
。

法
第
二
十
八
条
第
五
項
各
号
の

受
験
し
よ
う
と
す
る
免
許
職
種

を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用

ト
ル
以
上
の
も
の
）
を
同
封
す

八
年
九
月
十
六
日
（
金
曜
日
）

内
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
に

験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以

請
求
は
、
山
口
市
滝
町
一
番
一

求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に

、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し

像
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は

格
を
証
す
る
書
面

入
証
紙
を
受
験
申
請
書
の
所
定

学
科
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が

曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
三
日
（

も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

号
七
五
三

八
五
〇
一
）

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

に
つ
い
て
法
第
三
十
条
第
五
項

封
筒
（
縦
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

る
こ
と
。

と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を

お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

号

山
口
県
商
工
労
働
部
労
働

「
指
導
員
試
験
申
請
書
請
求
」

、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

、
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入

で
き
な
い
者

水
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合

と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者

の
規
定
に
よ
る
実
技
試
験
の
全

三
一
六
三
五
〇

一
〇
〇
〇
三

一
一
九

二
〇
〇
〇
九

三
一
五
三
五
〇

一
〇
〇
〇
一

一
一
五

三
一
五
三
五
〇

一
〇
〇
〇
二

一
一
六

三
一
六
三
五
〇

一
〇
〇
〇
一

一
一
七

三
一
六
三
五
〇

一
〇
〇
〇
二

一
一
八

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
四

一
〇
六

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
五

一
〇
七

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
六

一
〇
八

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
八

一
一
〇

三
一
四
三
五
〇

一
一
一

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

種
畜
証
明
書

番
号

名

三
一
二
〇
四
〇

一
〇
〇
二
四

五
三
四

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
一

一
〇
三

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の

話
〇
八
三

九
三
三

三

（
二
八
一
）
家
畜
改
良
増
殖
法

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き

二 二

平
成
二
六

八
、
一

九
、
二

平
成
二
七

七
、
三

八
、

五
、
一一

六
、
一

山
口

前

品

種

生
年
月
日

そ
の
他
平
成
二
二

五
、
二

平
成
二
五

二
、

問
合
せ
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部

二
三
四
）
に
す
る
こ
と
。

の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を

十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八

、
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の

〇 一、五五、〇三 四六七 県
知
事

村

岡

嗣

政

産

地

検
査
成
績

飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

、七
宮
城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株

会
社
山
口

セ

タ
ー

、 労
働
政
策
課
産
業
人
材
育
成
班
（

交
付
し
た
旨
の
通
報

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林

通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

二

郷式ン 電水



平成

一
一
八
八

年 月 日 火曜日

一
〇

三
一
一
〇

三
一
一
〇

三
一
一
〇

一
一
九
〇

山 口 県

三
一
一
〇

三
一
一
〇

三
一
一
〇

三
一
一
〇

三
一

（定期）報

三
一

一
〇

三
一
一
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

二
一
二
〇

第 号

三
一

一
〇

三
一
一
〇

三
一

一
〇

三
一
一
〇

二
三
二
五

七
九
三

竜
吉

〇
三
五

一
四
七
三

五
〇
四
〇

〇
三
八

一
四
九
五

五
〇
四
〇

〇
四
一

一
五
〇
五

五
〇
四
〇

〇
四
六

一
五
三
三

二
三
九
八

七
九
〇

喜
富
士

五
〇
四
〇

〇
二
〇

一
一
三
一

六
三
五
〇

〇
〇
四

一
〇
七

五
〇
四
〇

〇
三
一

一
四
五
四

五
〇
四
〇

〇
三
二

一
四
五
六

五
〇
四
〇

四
〇
四
〇

〇
一
六

五
九
三

四
〇
四
〇

〇
二
一

五
九
八

四
三
五
〇

〇
一
三

一
〇
〇

四
三
五
〇

〇
一
四

一
〇
一

四
三
五
〇

〇
一
七

一
〇
四

五
〇
四
〇

〇
一
三

六
一
五

五
〇
四
〇

〇
一
七

六
一
九

四
〇
四
〇

〇
〇
七

五
八
四

四
〇
四
〇

〇
一
五

五
九
二

平
成
二
〇
、

三
、

五
一
六

二
〇

一
〇

一
六

平
成
二
二
、
山

平
成
二
六
、

二
、
二
七

平
成
二
七
、

八
、

三

一
、
一
三
カ

一
四

一
二
、
一
二

平
成
二
六
、

一
、

二

平
成
二
五
、

五
、

六
、

七
、

七

平
成
二
六
、

一
二
、

一
二
五

平
成
二
五
、

二
、
一
五

一
一
、
二
〇

山
根
和
夫

口
県

萩
市
見
島

多
田
一
馬

ナ
ダ

六
九
五
五
〇

萩
太
郎

（
二
八
二
）
家
畜
改
良
増
殖
法

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

一
一
三
八
二
七

八
一
九
六
九

美
河
百
合

（
全
和
黒
一
五
一
四

一
一
二
四
六
八

四
六
九
二
六

生
高
豊

（
全
和
無
八
九
）

一
一
二
四
〇
一

五
七
五
四
七

秋
幸

一
一
二
四
六
二

七
七
八
四
三

良
志
福

一
〇
八
五
八
二

一
一
三
四
四
五

六
六
九
五
五

百
合
美
津
福

（
全
和
黒
原
五
六
八

一
一
三
四
二
五

四
一
二
四
四

関
撰
久

（
全
和
黒
原
五
六
八

一
一
三
四
七
三

一
八
八
七
二

勝
海
（
全
和
黒
原
五
七
九

一
一
三
五
四
四

五
三
五
三
五

照
平
峰

（
全
和
黒
原
五
八
八

一
一
四
〇
八
五

一
四
八
七
八

高
春
久

（
全
和
黒
一
五
一
四

一
一
二
四
六
八

四
六
四
七
六

美
津
安

（
全
和
黒
一
四
七
六

一
一
二
四
六
五

〇
七
四
九
〇

龍
（
全
和
黒
原
五
四
二

一
一
二
六
〇
四

二
三
七
一
四

安
清
風

（
全
和
黒
原
五
四
七

一
一
〇
〇
二
四

〇
三
二
六
四

生
美
治

（
全
和
黒
一
四
八
七

山
口

五
、
二

の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を

十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八

、
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た

八
）

九
、
一

無
角
和
種
平
成
二
一

三
、
一

そ
の
他
平
成
二
〇

一
〇
、
二

平
成
二
四

三
、
三

平
成
二
五

二
）

平
成
二
四

七
、
二

三
）

五
、
一

七
）

平
成
二
五

六
、
一

三
）

一
一
、
二

七
）

平
成
二
六

三
、
二

一
）

黒
毛
和
種
平
成
二
一

六
、
三

二
）

八
、
二

九
）

平
成
二
二

〇
）

一
〇
、
二

三

県
知
事

村

岡

嗣

政

六書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林

旨
の
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

〇、三

二
級

、九

級
外

、〇、 、三
広
島
県

三
山
口
県

、一一、〇 、〇
山
口
県
一
級
美
祢
市
伊
佐
町
河

山
口
県
農
林
総
合

術
セ
ン
タ
ー

二

特
級

、六

一
級

五

水 原技



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

一二三

（定期）県 報

三
一
一
〇

（
二測

第
二

旨
の

第 号

種番一
一
二
四

三
一
一
〇

三
一
一
〇十

八
年
七
月
五
日
印
刷

十
八
年
七
月
五
日
発
行

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
か

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

作
業
の
地
域

山
口
市
徳
地
三
谷

作
業
の
期
間

五
〇
四
〇

〇
二
一

一
一
三
二

八
三
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
土
木
建

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

畜
証
明
書

号

名

三
五
四
九

九
八
一

関
平
福

（
全
和
黒
一
五
〇
九
八
）

五
〇
四
〇

〇
〇
一

六
〇
二

五
〇
四
〇

〇
一
〇

六
一
二

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

山
口
県
知

三
、

八

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

前

品

種

生
年
月
日

産

黒
毛
和
種
平
成
二
五
、

一
二
、
二
八
山

そ
の
他
平
成
二
六
、

三
、
一
八
宮

一
一
、
二
五

庁事 事

村

岡

嗣

政

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た

地

検
査
成
績

飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

口
県
一
級
美
祢
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農
林
総
合
技

術
セ
ン
タ
ー

城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐
郷

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式

会
社
山
口

セ
ン

タ
ー

四


